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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンテナから電波ビームを発射してＲＦＩＤタグと無線通信するタグ通信装置であって
、
　通信を希望する空間領域である通信希望領域内に配置された第１のＲＦＩＤタグと、上
記通信希望領域の外であり上記通信希望領域内に隣接した位置に配置された第２のＲＦＩ
Ｄタグとからそれぞれの識別情報を受信可能な受信手段と、
　上記受信手段により受信した上記識別情報に応じて、上記第１のＲＦＩＤタグと通信可
能で、かつ上記第２のＲＦＩＤタグと通信不能となるように、上記電波ビームを制御する
制御手段と、
　を備えることを特徴とするタグ通信装置。
【請求項２】
　上記制御手段は、上記電波ビームの指向方向を調整することにより上記電波ビームを制
御することを特徴とする請求項１に記載のタグ通信装置。
【請求項３】
　上記制御手段は、上記電波ビームの送信電力の強弱を調整することにより上記電波ビー
ムを制御することを特徴とする請求項１あるいは２に記載のタグ通信装置。
【請求項４】
　上記ＲＦＩＤタグは対象物に付されており、
　上記対象物は、移動路上を移動する移動体であって、上記第１のＲＦＩＤタグ及び上記
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第２のＲＦＩＤタグは上記移動路に沿って配置されていることを特徴とする請求項１～３
いずれか１項に記載のタグ通信装置。
【請求項５】
　上記アンテナは、上記電波ビームを走査するスキャンアンテナからなることを特徴とす
る請求項１～４いずれか１項に記載のタグ通信装置。
【請求項６】
　上記制御手段は、上記スキャンアンテナによる読み取りのタイミングを制御することを
特徴とする請求項１～５いずれか１項に記載のタグ通信装置。
【請求項７】
　アンテナから電波ビームを発射してＲＦＩＤタグと無線通信するタグ通信システムであ
って、
　通信を希望する空間領域である通信希望領域内に配置された第１のＲＦＩＤタグと、上
記通信希望領域の外であり上記通信希望領域内に隣接した位置に配置された第２のＲＦＩ
Ｄタグとからそれぞれの識別情報を受信可能な受信手段を有するタグ通信装置と、
　上記受信手段により受信した上記識別情報に応じて、上記第１のＲＦＩＤタグと通信可
能で、かつ上記第２のＲＦＩＤタグと通信不能となるように、上記電波ビームを制御する
制御手段を有する制御装置と、
　を備えることを特徴とするタグ通信システム。
【請求項８】
　上記制御手段は、上記電波ビームの指向方向を調整することにより上記電波ビームを制
御することを特徴とする請求項７に記載のタグ通信システム。
【請求項９】
　上記制御手段は、上記電波ビームの送信電力の強弱を調整することにより上記電波ビー
ムを制御することを特徴とする請求項７あるいは８に記載のタグ通信システム。
【請求項１０】
　上記ＲＦＩＤタグは対象物に付されており、
　上記対象物は、移動路上を移動する移動体であって、上記第１のＲＦＩＤタグ及び上記
第２のＲＦＩＤタグは上記移動路に沿って配置されていることを特徴とする請求項７～９
いずれか１項に記載のタグ通信システム。
【請求項１１】
　上記アンテナは、上記電波ビームを走査するスキャンアンテナからなることを特徴とす
る請求項７～１０いずれか１項に記載のタグ通信システム。
【請求項１２】
　上記制御手段は、上記スキャンアンテナによる読み取りのタイミングを制御することを
特徴とする請求項７～１１いずれか１項に記載のタグ通信システム。
【請求項１３】
　アンテナから電波ビームを発射してＲＦＩＤタグと無線通信するタグ通信方法であって
、
　通信を希望する空間領域である通信希望領域内に配置された第１のＲＦＩＤタグと、上
記通信希望領域の外であり上記通信希望領域内に隣接した位置に配置された第２のＲＦＩ
Ｄタグとからそれぞれの識別情報を受信し、
　上記受信した識別情報に応じて、上記第１のＲＦＩＤタグと通信可能で、かつ上記第２
のＲＦＩＤタグと通信不能となるように、上記電波ビームを制御すること
　を特徴とするタグ通信方法。
【請求項１４】
　上記制御は、上記電波ビームの指向方向を調整することにより行なうことを特徴とする
請求項１３に記載のタグ通信方法。
【請求項１５】
　上記制御は、上記電波ビームの送信電力の強弱を調整することにより行なうことを特徴
とする請求項１３あるいは１４に記載のタグ通信方法。
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【請求項１６】
　上記ＲＦＩＤタグは対象物に付されており、
　上記対象物は、移動路上を移動する移動体であって、上記第１のＲＦＩＤタグ及び上記
第２のＲＦＩＤタグは上記移動路に沿って配置されていることを特徴とする請求項１３～
１５いずれか１項に記載のタグ通信方法。
【請求項１７】
　上記アンテナは、上記電波ビームを走査するスキャンアンテナからなることを特徴とす
る請求項１３～１６いずれか１項に記載のタグ通信方法。
【請求項１８】
　上記制御は、上記スキャンアンテナによる読み取りのタイミングを制御することにより
行なうことを特徴とする請求項１３～１７いずれか１項に記載のタグ通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＲＦＩＤタグと無線通信するタグ通信装置及びタグ通信システムに係り、特
に、最適な通信領域を確保可能なタグ通信装置、タグ通信システムおよびタグ通信方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、アンテナから発射される電波ビームにより荷物などの対象物に付されたＲＦ
ＩＤタグと無線通信するタグ通信装置がある。例えば、そのようなタグ通信装置として、
特許文献１に記載のタグ通信装置がある。このタグ通信装置は、複数のアンテナ素子から
なるアンテナを備え、このアンテナから発射される電波ビームを繰り返し走査（スキャン
）することにより荷物に貼付されたＲＦＩＤタグと無線通信を行うように構成されている
。
【０００３】
　このようなタグ通信装置は、通信領域の拡大が図れるとともに、通信のコリジョンの発
生を抑えることができ通信の信頼性を向上させることができる。その一方、アンテナの設
置環境や周辺環境が変化したり、アンテナが物理的に動いてしまい電波ビームの向きが変
化するなどして通信領域に変化が生じることがあるが、このタグ通信装置においては、通
信領域を修正する機能が備わっていないので、上記のような場合に最適な通信領域を確保
することが難しいという問題があった。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１０３４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記問題点を解決するためになされたもので、その目的とするところは、アン
テナの設置環境や周辺環境が変化した場合であっても、最適な通信領域を確保可能なタグ
通信装置、タグ通信システムおよびタグ通信方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、アンテナから電波ビームを発射してＲＦＩＤタ
グと無線通信するタグ通信装置であって、通信を希望する空間領域である通信希望領域内
に配置された第１のＲＦＩＤタグと、上記通信希望領域の外であり上記通信希望領域内に
隣接した位置に配置された第２のＲＦＩＤタグとからそれぞれの識別情報を受信可能な受
信手段と、上記受信手段により受信した上記識別情報に応じて、上記第１のＲＦＩＤタグ
と通信可能で、かつ上記第２のＲＦＩＤタグと通信不能となるように、上記電波ビームを
制御する制御手段と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
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　また、本発明は、アンテナから電波ビームを発射してＲＦＩＤタグと無線通信するタグ
通信システムであって、通信を希望する空間領域である通信希望領域内に配置された第１
のＲＦＩＤタグと、上記通信希望領域の外であり上記通信希望領域内に隣接した位置に配
置された第２のＲＦＩＤタグとからそれぞれの識別情報を受信可能な受信手段を有するタ
グ通信装置と、上記受信手段により受信した上記識別情報に応じて、上記第１のＲＦＩＤ
タグと通信可能で、かつ上記第２のＲＦＩＤタグと通信不能となるように、上記電波ビー
ムを制御する制御手段を有する制御装置と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明は、アンテナから電波ビームを発射してＲＦＩＤタグと無線通信するタグ
通信方法であって、通信を希望する空間領域である通信希望領域内に配置された第１のＲ
ＦＩＤタグと、上記通信希望領域の外であり上記通信希望領域内に隣接した位置に配置さ
れた第２のＲＦＩＤタグとからそれぞれの識別情報を受信し、上記受信した識別情報に応
じて、上記第１のＲＦＩＤタグと通信可能で、かつ上記第２のＲＦＩＤタグと通信不能と
なるように、上記電波ビームを制御することを特徴とする。
【０００９】
　「タグ通信装置」とは、ＲＦＩＤタグと無線通信可能なリーダライタや、リーダなどで
ある。
【００１０】
　ＲＦＩＤタグとしては、例えば、電池などの電源を有しておらず、リーダライタから電
波で送電された電力によって回路が動作し、リーダライタと無線通信を行なうパッシブタ
イプのＲＦＩＤタグや、電池などの電源を有するアクティブタイプのＲＦＩＤタグが含ま
れる。
【００１１】
　「通信希望領域」とは、ＲＦＩＤタグとタグ通信装置とを無線通信させる領域としてユ
ーザが予め任意に設定した領域を意味する。例えば、基板上に電子部品を実装する組立て
場と、組み立てた後のものを検査する検査場との間にストックヤードが併設される環境を
想定する（後述する図１参照）。このような環境において、通い箱にＲＦＩＤタグを付し
て製品管理をする際に、組立て場と検査場とに置いてある通い箱のＲＦＩＤタグとは通信
したくないが、ストックヤードに置いてある通い箱のＲＦＩＤタグとは通信したい場合を
想定する。この場合、組立て場及び検査場に置いてある通い箱のＲＦＩＤタグとは通信不
能であり、かつストックヤードに置いてある通い箱のＲＦＩＤタグとは通信可能に予めユ
ーザが設定した通信領域が「通信希望領域」となる。
【００１２】
　「第１のＲＦＩＤタグ」も「第２のＲＦＩＤタグ」も共に、タグ通信装置と無線通信す
るＲＦＩＤタグと同一構造のものが適用可能であるが、少なくとも、「第１のＲＦＩＤタ
グ」と「第２のＲＦＩＤタグ」とはタグ通信装置側においてそれぞれを識別可能である必
要がある。ここでは便宜上、通信希望領域内に予め配置するものを「第１のＲＦＩＤタグ
」と称し、通信希望領域外に配置されるものを「第２のＲＦＩＤタグ」と称している。こ
れら「第１のＲＦＩＤタグ」と「第２のＲＦＩＤタグ」とはそれぞれ最低１つずつ必要で
あるが、それぞれ複数あってもよい。
【００１３】
　よって、アンテナから電波ビームを発射した場合において、タグ通信装置にとっては、
「第１のＲＦＩＤタグ」から受信があり、「第２のＲＦＩＤタグ」から受信がない状態が
ユーザの設定する通信希望領域、すなわち、最適な通信領域となる。そして、本発明のタ
グ通信装置は、通信領域が最適な状態となるよう制御手段により電波ビームを制御するよ
うに構成している。
【００１４】
　例えば、その手法としては、上記電波ビームの指向方向を調整することにより上記電波
ビームを制御したり、上記電波ビームの送信電力の強弱を調整することにより上記電波ビ
ームを制御するようにすればよい。
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【００１５】
　上記ＲＦＩＤタグは対象物に付されており、上記対象物は、移動路上を移動する移動体
であって、上記第１のＲＦＩＤタグ及び上記第２のＲＦＩＤタグは上記移動路に沿って配
置されていてもよい。上記対象物とは、荷物などの物品を意味するのは勿論のこと、ＲＦ
ＩＤタグを付することが可能であれば人や動物でもよい。「付する」とは、主に貼付を意
味するが、ＲＦＩＤタグと対象物とを関連付けられればその他の方法、例えば、荷札など
をくくりつけるなどもでもよい。また、移動路上を移動する移動体としては、例えば、ベ
ルトコンベアなどの搬送手段により搬送される荷物がある。
【００１６】
　上記アンテナは、上記電波ビームを走査するスキャンアンテナであってもよい。
【００１７】
　上記制御手段は、上記スキャンアンテナによる読み取りのタイミングを制御するように
構成してもよい。スキャンアンテナは、例えば、電子的制御によって送信する電波ビーム
を高速にスキャン可能なフェーズドアレイアンテナからなり、複数のアンテナ素子と、こ
の複数のアンテナ素子のそれぞれに接続された複数の位相器と、この複数の位相器のすべ
てに接続された１つの分配合成器から構成されている。分配合成器に入力された電波は、
それぞれのアンテナ素子ごとの位相器に分配され、各位相器にて所望の位相変化がなされ
た後、各アンテナ素子から放射され、この際位相後の各電波がすべて同相となるような方
向、すなわち正弦波の位相が一致する方向に強く電波が放射される。この最も強い電波が
本発明における上記「アンテナ」の「電波ビーム」、例えばメインローブであり、メイン
ローブの方向は、位相器の設定により任意に変化させることができる。
【００１８】
　また、上記複数のアンテナ素子は、パッチアンテナから構成されていてもよく、更に、
上記複数のアンテナ素子は、２次元配列されており２次元スキャンするようにしてもよい
。パッチアンテナから複数のアンテナを構成すれば、スキャンアンテナを薄く製造できる
し、製造コストも低く抑えられるので好適である。また、複数のアンテナを２次元配列、
例えば、複数のアンテナ素子を同一平面上に円形状、マトリクス状などに配列すれば、円
を描くようにスキャンすることができる。
【００１９】
　上記「第１のＲＦＩＤタグ」及び「第２のＲＦＩＤタグ」のそれぞれから読取る「識別
情報」とは、ＲＦＩＤタグを識別するためのタグＮＯ．からなるＩＤ（Ｉｄｅｎｔｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎ）などである。少なくとも、「第１のＲＦＩＤタグ」と「第２のＲＦＩＤタ
グ」とを識別できるようにＩＤが設定される必要がある。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように本発明によれば、通信希望領域内に第１のＲＦＩＤタグを配置し、
この通信希望領域に隣接し、かつこの通信希望領域外に第２のＲＦＩＤタグを配置する。
そして、アンテナから電波ビームを発射することにより各々のＲＦＩＤタグから識別情報
を読み取り、この読み取った識別情報に応じて上記第１のＲＦＩＤタグと通信可能で、か
つ上記第２のＲＦＩＤタグと通信不能となるよう電波ビームを制御するように構成した。
これにより、アンテナの設置環境や周辺環境が変化した場合であっても、最適な通信領域
を確保可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、添付した図面を参照しながら詳細
に説明する。以下においては、タグ通信装置としてリーダライタを、アンテナとしてスキ
ャンアンテナをそれぞれ適用して説明するがこれに限定されるものではない。また、下記
実施形態においては、本発明の特徴部分を有するリーダライタを用いて通信システムを構
成したものを「ＲＦＩＤ通信システム」と称し、一方、本発明の特徴部分を有していない
普通に市販されているリーダライタを用いて通信システムを構成したものを「本発明のタ
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グ通信システム」と称することとする。なお、下記実施形態においては、ＲＦＩＤタグは
荷物などの対象物に付されているが、例えば、位置タグやセンサタグを使用すれば対象物
に付されていない態様でも本発明は適用可能である。
【００２２】
＜第１実施形態＞
　図１は本発明のタグ通信装置を適用した第１の実施形態に係るＲＦＩＤ通信システムの
模式図、図２はＲＦＩＤタグの概略構成を示すブロック図、図３はリーダライタ（タグ通
信装置）の概略構成を示すブロック図、図４はスキャンアンテナの概要を示す模式図、図
５はスキャンアンテナのスキャンの状態を示す模式図、図６はスキャンアンテナによる通
信領域の最適化を図る手順を示す模式図、図７はスキャンアンテナによる通信領域の最適
化を図る手順を示すフローチャートである。
【００２３】
　図１に示すように、本実施形態におけるＲＦＩＤ通信システム１は、例えば、組立て場
と検査場との間にストックヤードが併設される環境において利用されるシステムである。
具体的には、まず、組立て場において、基板上に電子部品が実装（この状態を以下「プリ
ント基板」と言う）された後、通い箱５に収容される。次いで、通い箱５に収容されたプ
リント基板は検査場に搬送され所定の検査が行われた後、ストックヤードに収容される。
この際に、ストックヤード内にどのような通い箱５が収容されているかを、通い箱５にそ
れぞれ貼付されたＲＦＩＤタグ２Ｃとリーダライタ３とが無線通信を行うことにより在庫
および工程管理を行う。
【００２４】
　ＲＦＩＤ通信システム１の具体的な構成を図１を参照して説明する。ＲＦＩＤ通信シス
テム１は、組立て場の作業台７１に貼付されたＲＦＩＤタグ２Ｂ－１（第２のＲＦＩＤタ
グ）と、検査場の作業台７２に貼付されたＲＦＩＤタグ２Ｂ－２（第２のＲＦＩＤタグ）
と、複数の通い箱５、５、・・・を載置しているパレット６に貼付されたＲＦＩＤタグ２
Ａ－１、２Ａ－２（第１のＲＦＩＤタグ）と、これらに対向配置されたスキャンアンテナ
４を備えたリーダライタ３（タグ通信装置）とからなる。図１においては、スキャンアン
テナ４から発射された電波ビームＭが繰り返しスキャンしている状態が示されている。
【００２５】
　ＲＦＩＤタグ２Ｂ－１とＲＦＩＤタグ２Ｂ－２は作業台７１、７２にそれぞれ貼付され
るが、その貼付位置としては、ストックヤードに近い側で、かつスキャンアンテナ４と対
向する面が好適である。本実施形態における最適な通信領域（通信希望領域）は、スキャ
ンアンテナ４から発射された電波ビームＭがパレット６上に載置された通い箱５、５、・
・・に貼付されたＲＦＩＤタグ２Ｃ、２Ｃ、・・・と無線通信が行え、かつ、作業台７１
、７２にそれぞれ載置された通い箱５、５に貼付されたＲＦＩＤタグ２Ｃ、２Ｃとは無線
通信が行えないような通信領域である。よって、作業台７１、７２にそれぞれ載置された
通い箱５、５に貼付されたＲＦＩＤタグ２Ｃ、２Ｃとは無線通信が行えないようにするた
めには、なるべくＲＦＩＤタグ２Ｂ－１もＲＦＩＤタグ２Ｂ－２もストックヤードに近い
側に貼付する方が好ましい。
【００２６】
　次にＲＦＩＤタグ、リーダライタの構成について詳細に説明する。なお、上記説明した
通り、通い箱５に貼付されたＲＦＩＤタグ、作業台７１、７２にそれぞれ貼付されたＲＦ
ＩＤタグ及びパレット６に貼付されたＲＦＩＤタグはいずれも同一の構造のものを用いる
ことが出来るので以下においては、それぞれを区別せずに用いるときはＲＦＩＤタグ２と
して総括的に説明する。
【００２７】
　図２に示すように、ＲＦＩＤタグ２は、アンテナ部２０と無線通信ＩＣ２１とを備える
構成であり、例えば、上述したパッシブタイプやアクティブタイプのものが使用される。
【００２８】
　アンテナ部２０は、リーダライタ３からの電波を、無線通信ＩＣ２１を動作させる電力
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源として受け取る。また、アンテナ部２０は、リーダライタ３から受信した電波を無線信
号に変換して無線通信ＩＣ２１に送信するとともに、無線通信ＩＣ２１からの無線信号を
電波に変換してリーダライタ３に送信する。アンテナ部２０には、アンテナ、共振回路な
どが使用される。
【００２９】
　無線通信ＩＣ２１は、リーダライタ３からアンテナ部２０を介して受信した信号に基づ
いて、リーダライタ３からのデータを記憶したり、記憶されたデータを、アンテナ部２０
を介してリーダライタ３に送信したりする。この無線通信ＩＣ２１は、図２に示すように
、電源部２１１、無線処理部２１２、制御部２１３、メモリ部２１４を備える構成である
。
【００３０】
　電源部２１１は、アンテナ部２０が電波を受信することにより発生する誘起電圧を整流
回路にて整流し、電源回路にて所定の電圧に調整した後、無線通信ＩＣ２１の各部に供給
するものである。電源部２１１には、ブリッジダイオード、電圧調整用コンデンサなどが
使用される。
【００３１】
　無線処理部２１２は、アンテナ部２０を介して受信した無線信号を元の形式に変換する
処理と、その変換したデータを制御部２１３に送信する処理と、制御部２１３から受信し
たデータを無線送信に適した形式に変換する処理と、その変換した無線信号を、アンテナ
部２０を介して外部に送信する処理を行なうものである。この無線処理部２１２には、Ａ
／Ｄ（Ａｎａｌｏｇ　ｔｏ　Ｄｉｇｉｔａｌ）変換回路、Ｄ／Ａ（Ｄｉｇｉｔａｌ　ｔｏ
　Ａｎａｌｏｇ）変換回路、変復調回路、ＲＦ回路などが使用される。
【００３２】
　制御部２１３は、無線通信ＩＣ２１内における上述した各種構成の動作を統括的に制御
するものである。制御部２１３は、論理演算回路、レジスタなどを備え、コンピュータと
して機能する。そして、各種構成の動作制御は、制御プログラムをコンピュータに実行さ
せることによって行なわれる。このプログラムは、例えばメモリ部２１４のＲＯＭ（Ｒｅ
ａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）などにインストールされたものを読込んで使用する形態
であってもよいし、リーダライタ３からアンテナ部２０および無線処理部２１２を介して
上記プログラムをダウンロードしてメモリ部２１４にインストールして実行する形態であ
ってもよい。
【００３３】
　特に、制御部２１３は、リーダライタ３からアンテナ部２０および無線処理部２１２を
介して受信したデータに基づいて、リーダライタ３からのデータをメモリ部２１４に記憶
させる処理や、メモリ部２１４に記憶されたデータを読出して、無線処理部２１２および
アンテナ部２０を介してリーダライタ３へ送信させる処理を行なう。
【００３４】
　メモリ部２１４は、上記したＲＯＭや、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　ＲＡＭ）、ＦｅＲＡ
Ｍ（強誘電体メモリ）などの半導体メモリによって構成される。このメモリ部２１４に記
憶される内容としては、上記した制御プログラム、およびその他各種のプログラム、なら
びにＩＤ（識別情報）などの各種データが挙げられる。なお、無線通信ＩＣ２１は、リー
ダライタ３から送信される電波を電力源としているため、ＲＯＭなどの不揮発性メモリや
、ＳＲＡＭ、ＦｅＲＡＭなどの消費電力の少ないメモリを使用することが望ましい。なお
、本実施形態においては、通い箱５に貼付されたＲＦＩＤタグ２Ｃ、作業台７１、７２に
それぞれ貼付されたＲＦＩＤタグ２Ｂ－１、２Ｂ－２及びパレット６に貼付されたＲＦＩ
Ｄタグ２Ａ－１、２Ａ－２がそれぞれ識別し得るようにＩＤが予め設定される。
【００３５】
　次に、リーダライタ３の構成について図３～図５を参照して説明する。
【００３６】
　図３に示すように、リーダライタ３は、外部通信部３１、タグ通信制御部（制御手段）
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３２、送信部３３、受信部（受信手段）３４、スキャンアンテナ制御部３５、記録部３６
を備えており、スキャンアンテナ４を介してＲＦＩＤタグ２と無線通信可能に構成されて
いる。
【００３７】
　外部通信部３１は、リーダライタ３において読出されたＲＦＩＤタグ２のＩＤ（Ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）など、図示しない外部装置に送信する。また、外部通信部３１
は、ＲＦＩＤタグ２に対する外部装置からの書込み情報（送信コマンド情報）やコマンド
（命令）を受信するよう構成されている。
【００３８】
　タグ通信制御部３２は、図示しない外部装置から外部通信部３１を介して送信された送
信コマンド情報を受信し、送信部３３に送信する。また、タグ通信制御部３２には、図示
しないスキャンパターンテーブルが格納されており、このスキャンパターンテーブルに基
づいてスキャンするように構成されている。
【００３９】
　このスキャンパターンテーブルには、スキャンアンテナ４の各アンテナ素子４０Ａ、４
０Ｂ、４０Ｃの電力と位相を定義したデータが含まれており、各アンテナ素子４０Ａ、４
０Ｂ、４０Ｃについてそれぞれ定義された電力、位相を電気的に設定することで、スキャ
ンアンテナ４のスキャンパターンが生成される。
【００４０】
　すなわち、このスキャンパターンテーブルにより、スキャンアンテナ４のスキャン角が
設定される。スキャン角とは、図５に示すように、ブロードサイド方向（アンテナ素子４
０Ａ、４０Ｂ、・・・４０Ｋの配列方向に垂直な方向）を基準に測定した電波ビームＭの
傾斜角である。例えば、複数のアンテナ素子がリニアに配列されたフェーズドアレイアン
テナをスキャンアンテナに用いた場合には、ブロードサイド方向を基準に測定したビーム
の傾斜角である。本実施形態では、図中右回り方向のスキャン角を－α、左周り方向のス
キャン角を＋αとしている。
【００４１】
　また、タグ通信制御部３２は、スキャンテーブルからスキャン角を読出し、読出したス
キャン角をスキャンアンテナ制御部３５に送信する。ここでは、スキャン角として、αと
－αのスキャン角がスキャンパターンテーブルに設定されているので、タグ通信制御部３
２は、αと－αのスキャン角を順次繰り返しスキャンアンテナ制御部３５に対し送信する
。タグ通信制御部３２は、スキャンアンテナ４を介してＲＦＩＤタグ２からＩＤを読み取
る。なお、スキャン角α、－αは、２つに限定されるものではなく、使用者において任意
に設定するようにしてもよい。
【００４２】
　送信部３３は、タグ通信制御部３２から送信される送信コマンド情報を無線送信に適し
た形式に変換し、変換した無線信号（送信コマンド）を、スキャンアンテナ４を介して外
部に送信するものであり、送信コマンド情報の変調、増幅などの処理を行なう。
【００４３】
　受信部３４は、スキャンアンテナ４を介して受信した無線信号（受信データ）を元の形
式に変換し、変換したデータをタグ通信制御部３２に送信するものであり、受信データの
増幅、復調などの処理を行なう。
【００４４】
　スキャンアンテナ制御部３５は、タグ通信制御部３２からスキャン角情報を受信すると
ともに、受信したスキャン角情報に基づいてスキャン制御信号をスキャンアンテナ４に送
信し、スキャンアンテナ４から放射される電波ビームＭの方向を制御する。スキャンパタ
ーンテーブルにはαと－αのスキャン角が設定されている。そのため、スキャンアンテナ
制御部３５では、αと－αのスキャン角を、スキャンアンテナ４から放射される電波ビー
ムＭが、順次スキャン角α、スキャン角－αの方向に向くようにするためのスキャン制御
信号に変換し、スキャンアンテナ４に対し送信する処理を行なう。
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【００４５】
　記録部３６は、ＲＦＩＤタグ２を読み取ったＩＤを記録し、外部通信部３１を介して図
示しない外部装置に送信したり、後述する通信領域の最適化を行うプログラムが予め記憶
されている。
【００４６】
　スキャンアンテナ４は、複数のアンテナ素子を直線状に配列し、各アンテナ素子に可変
位相器（位相器）を接続した構成である。このアンテナ素子は直線状配列に限定されるも
のではなく、２次元配列状に配置してもよい。アンテナ素子の個数を増やすと、出力する
電波ビームＭの幅が細くなる。更に、図４を参照して以下にスキャンアンテナ４における
電波ビームＭのスキャンの方法について説明する。
【００４７】
　全てのアンテナ素子４０Ａ、４０Ｂ、・・・４０Ｋが同じ位相で電波を送信する場合に
は、スキャンアンテナ４から放射される電波はブロードサイド方向（アンテナ素子４０Ａ
、４０Ｂ、・・・４０Ｋの配列方向に垂直な方向）の平面波として伝搬する。一方、電波
の伝播方向を、ブロードサイド方向から測って角度θ（ｒａｄ）だけ傾斜させるためには
、次式を満たすように各アンテナ素子４０Ａ、４０Ｂ、・・・４０Ｋが送信する電波の位
相をずらせばよい。
【００４８】
　図４に示すように、送信または受信する電波の波長をλ（ｍ）とし、基準となるアンテ
ナ素子４０Ａとｋ番目のアンテナ素子４０Ｋとの距離をｄｋ（ｍ）とし、図４に破線で示
される等位相面のうち、基準となるアンテナ素子４０Ａを通る等位相面と、ｋ番目のアン
テナ素子４０Ｋとの距離をｌｋ（ｍ）とすると、基準となるアンテナ素子４０Ａの位相に
対するｋ番目のアンテナ素子４０Ｋの位相のずれψｋは次式となる。
【００４９】
　　　ψｋ＝（ｌｋ／λ）×２π＝（ｄｋ×sinθ／λ）×２π
【００５０】
　このように、スキャンアンテナ４は、各位相器４１Ａ、４１Ｂ、・・・４１Ｋが、上式
を満たすように信号の位相をずらすことにより、目的の方向に電波ビームＭを向けること
ができる。一方、電波を受信する場合には、各アンテナ素子４０Ａ、４０Ｂ、・・・４０
Ｋの位相のずれを検出することにより、受信した電波の方向を判別することができる。
【００５１】
　次に、リーダライタ３による通信領域の最適化処理について図６及び図７を参照して説
明する。なお、以下の説明においては、パレット６に貼付されたＲＦＩＤタグを総称して
タグＡとし、作業台７１、７２に貼付されたＲＦＩＤタグを総称してタグＢとして説明す
る。
【００５２】
　まず、リーダライタ３を起動させて、周辺電波の状況を確かめるべくキャリアセンスを
行う。具体的には、図７に示すように、使用チャンネルを変化させて（Ｓ１００）ＲＦＩ
Ｄタグ２との間で無線通信を試み、読み取り枚数に変化があるか否かを確かめる（Ｓ１０
１）。その結果、読み取り枚数に変化があった場合には（Ｓ１０１のＹ）、使用チャンネ
ルを固定し（Ｓ１０３）、他方、変化がなかった場合には（Ｓ１０１のＮ）、使用チャン
ネルをＡＵＴＯにして（Ｓ１０１）、±αの指向パターンでスキャンを開始する（Ｓ１０
４）。このようなスキャン処理は、上記説明した通り、タグ通信制御部３２の制御のもと
行われる。なお、この始めのスキャン処理を模式的に示しているのが図６（ａ）である。
【００５３】
　このスキャン処理が行われると、スキャンアンテナ４を介して受信部３４がＲＦＩＤタ
グ２からそれぞれ受信したＩＤがタグ通信制御部３２に送られ、そのＩＤの内容がチェッ
クされる。具体的には、まず、そのＩＤの中にタグＡのＩＤが全て含まれているか否か、
すなわち、本実施形態ではＲＦＩＤタグ２Ａ－１及び２Ａ－２の２つのＩＤが含まれてい
るか否かがチェックされる（Ｓ１０５）。その結果、タグＡは全て読み取れていると判断
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されると（Ｓ１０５のＹ）、次にそのＩＤの中にタグＢのＩＤが１つも含まれていないか
、すなわち、本実施形態ではＲＦＩＤタグ２Ｂ－１及び２Ｂ－２のうちの１つでもＩＤが
含まれていないかがチェックされる（Ｓ１０７）。その結果、含まれていないと判断され
ると（Ｓ１０７のＹ）、通信領域の最適化処理は終了する。
【００５４】
　一方、Ｓ１０５において、タグＡが全ては読み取れていないと判断されると以下のよう
な処理が行われる。すなわち、タグ通信制御部３２によりタグＡの全てが読み取れていな
いと判断されると、スキャン角を増加させ、あるいは送信電力をＵＰさせた後（Ｓ１０６
）、再度スキャン処理（Ｓ１０４）を行い、再度タグＡが全て読み取れたか否かのチェッ
クが行われる。なお、この処理は最終的にタグＡが全て読み取れるまで繰り返し行われる
。
【００５５】
　上記処理により、タグＡが全て読み取れていると判断されると、次に、タグＢが１つも
読み取れていないかがチェックされ（Ｓ１０７）、その結果、タグＢが１つでも読み取ら
れていると判断されると（Ｓ１０７のＮ）、タグ通信制御部３２がスキャン角を減少させ
、あるいは送信電力をＤＯＷＮさせた後（Ｓ１０８）、再度スキャン処理（Ｓ１０４）を
行う。そして、再度タグＡが全て読み取れたか否かのチェック、次いで、タグＢが読み取
れなかったかのチェックが行われる。この処理は、Ｓ１０５及びＳ１０７の処理が共に「
Ｙ」となるまで行われ、共に「Ｙ」となると通信領域の最適化処理は終了する。なお、こ
の通信領域の最適化処理は、リーダライタ３設置時に行ってもよいし、定期的に行うよう
に予めプログラミングしておいてもよい。
【００５６】
　このように構成することにより、アンテナの設置環境や周辺環境が変化した場合、人が
アンテナに当たってしまって電波ビームＭの発射する方向が少しずれてしまったような場
合であっても、最適な通信領域を確保可能となる。
【００５７】
　上記説明においては、スキャンテーブルはスキャンアンテナ制御部３５に実装されてい
るとして説明したが、これに限定されず、スキャンアンテナ４に実装されるように構成し
てもよい。また、スキャンアンテナ制御部３５及び記録部３６、すなわち本発明の特徴部
分は、リーダライタ３に実装されているとして説明したが、これに限定されるものではな
く、例えば、リーダライタ３に接続された（図示しない）外部の制御装置側に実装するよ
うに構成してもよい。この場合には、リーダライタ自体は、特殊なものではなく普通に市
販されているリーダライタをそのまま使用することが可能である。なお、このように普通
に市販されているリーダライタを使用して上記同様の効果、すなわち、アンテナの設置環
境や周辺環境が変化した場合であっても、最適な通信領域を確保可能なシステムとして実
現したものが、本発明のタグ通信システムである。以下における実施形態においても、本
発明の特徴部分をリーダライタに接続された外部の制御装置に実装することが可能である
。
【００５８】
＜第２実施形態＞
本発明の第２実施形態について図８を参照して説明する。図８は、本発明のタグ通信装置
（リーダライタ）を適用した第２の実施形態に係るＲＦＩＤ通信システムの模式図である
。
【００５９】
　上記第１実施形態と相違する点は、ＲＦＩＤタグ２Ｃを貼付する対象が上記第１実施形
態では静止する通い箱５であったが、本第２実施形態においては、コンベア上を移動する
貨物５１Ａ、５１Ｂ、・・・である。コンベア上を貨物５１Ａ、５１Ｂ・・・が移動して
読み取りを行う場合、限られた範囲外のＲＦＩＤタグ２Ｃは読みたくない場合がある。例
えば、図８（ａ）に示すように読み取り範囲（通信領域）ＡＲが設定されると、ソータの
制御をする場合に、読み取り対象の貨物５１Ａだけでなく、その隣の貨物５１Ｂまで読み
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取られる場合が起こり得る。この場合には、貨物５１Ｂのルートに貨物５１Ａが搬入され
る恐れがあり誤配が生ずることが懸念される。
【００６０】
　このような誤配を防止するのが、この第２実施形態に係るＲＦＩＤ通信システム１０で
ある。具体的には、ＲＦＩＤタグ２Ａ－１及び２Ａ－２を予め設定しておいて通信領域内
に配置し、その両脇、すなわち通信領域外にＲＦＩＤタグ２Ｂ－１及び２Ｂ－２を配置す
る。これらＲＦＩＤタグ２Ａ－１、２Ａ－２、２Ｂ－１、２Ｂ－２はコンベアに沿って直
線状に配置する。この配置は、コンベアの搬送速度、貨物５１Ａ、５１Ｂ間の距離、スキ
ャンアンテナ４のスキャン速度などを総合的に勘案して適宜決定すればよい。
【００６１】
　なお、各ＲＦＩＤタグ２の構造、リーダライタ３の構造、通信領域の最適化処理などは
全て上記第１実施形態と同様なので、ここでは説明は省略する。
【００６２】
＜第３実施形態＞
　本発明の第３実施形態について図９及び図１０を参照して説明する。図９は、本発明の
タグ通信装置を適用した第３の実施形態に係るＲＦＩＤ通信システムの模式図であり、（
ａ）は電波ビームＭの方向を示し、（ｂ）はスキャンのタイミングを示す。図１０（ａ）
、（ｂ）は、スキャンアンテナによる通信領域の最適化を図る手順を示すフローチャート
を示す。
【００６３】
　この第３実施形態に係るＲＦＩＤ通信システムは、電波ビームＭを繰り返しスキャンさ
せて各ＲＦＩＤタグ２Ａ－１、２Ａ－２、２Ｂ－１、２Ｂ－２を読み取るタイミングを記
録することにより、通信領域の最適化を図るように構成されている。
【００６４】
　図９及び図１０を参照して詳細に説明すると、本実施形態においては、図９（ａ）に示
すように電波ビームＭをスキャンさせるので、この場合のスキャン角は５つであり、この
スキャン角は予め設定しておく。このスキャン角に基づき繰り返し電波ビームＭをスキャ
ンさせそれぞれのタイミングＴ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４、Ｔ５においてＲＦＩＤタグ（タグ
ＡあるいはタグＢ）から読み取ったＩＤを記録する。すると、図９（ｂ）に示すような読
み取りタイミングが抽出できる。具体的には、読み取りタイミングＴ１、Ｔ５においては
、タグＢからのみＩＤが読め、タイミングＴ２、Ｔ４においては、タグＡおよびタグＢの
双方からＩＤが読め、タイミングＴ３においては、タグＡからのみＩＤが読める。よって
、本実施形態においては、タイミングＴ３を抽出できれば通信領域の最適化が図れる。
【００６５】
　この通信領域の最適化処理については、図１０を参照して更に詳しく説明する。
【００６６】
　まず、リーダライタ３を起動させて、図１０（ａ）に示す処理を行い各読み取りタイミ
ングの記録を行う。具体的には、リーダライタ３のスキャンアンテナ４から発射される電
波ビームＭを周期的に指向角度を変更させて同図（ａ）のようにスキャンさせ（Ｓ２００
）、各ＲＦＩＤタグの読み取りタイミングを記録する（Ｓ２０１）。本実施形態において
は、上記読み取りタイミングＴ１～Ｔ５を記録し、各タイミングに読み取ったＩＤを紐付
けして記録する。
【００６７】
　次いで、上記処理が終了後、スキャンアンテナ４をスキャンさせ（Ｓ３００）、各ＲＦ
ＩＤタグの読み取り処理を行い（Ｓ３０１）、読み取りタイミングがＴ３か否かをチェッ
クする（Ｓ３０２）。その結果、読み取りタイミングＴ３である場合には（Ｓ３０２のＹ
）、紐付けされたＩＤを有するＲＦＩＤタグ２Ａ－１、２Ａ－２（タグＡ）は、通信領域
内のＲＦＩＤタグであるとして外部装置へ送信し、電波ビームＭを発射するタイミングを
Ｔ３に設定する（Ｓ３０３）。一方、読み取りタイミングＴ３でない場合には（Ｓ３０２
のＮ）、通信領域外のＲＦＩＤタグ２Ｂ－１、２Ｂ－２（タグＢ）からＩＤを受信してい
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発射しないよう制御する（Ｓ３０４）。
【００６８】
　このように構成することにより、通信領域の最適化が図れるとともに、読み取りタイミ
ングの制御も可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明のタグ通信装置を適用した第１の実施形態に係るＲＦＩＤ通信システムの
模式図。
【図２】ＲＦＩＤタグの概略構成を示すブロック図。
【図３】リーダライタ（タグ通信装置）の概略構成を示すブロック図。
【図４】スキャンアンテナの概要を示す模式図。
【図５】スキャンアンテナのスキャンの状態を示す模式図。
【図６】（ａ）～（ｃ）は、スキャンアンテナによる通信領域の最適化を図る手順を示す
模式図。
【図７】スキャンアンテナによる通信領域の最適化を図る手順を示すフローチャート。
【図８】本発明のタグ通信装置を適用した第２の実施形態に係るＲＦＩＤ通信システムを
説明するための模式図であり、（ａ）は本発明を適用しない場合を示し、（ｂ）は本発明
を適用した場合を示す。
【図９】本発明のタグ通信装置を適用した第３の実施形態に係るＲＦＩＤ通信システムの
模式図であり、（ａ）は電波ビームＭの方向を示し、（ｂ）はスキャンのタイミングを示
す。
【図１０】（ａ）、（ｂ）は、スキャンアンテナによる通信領域の最適化を図る手順を示
すフローチャート。
【符号の説明】
【００７０】
　１、１０　ＲＦＩＤ通信システム
　２、２Ａ－１、２Ａ－２、２Ｂ－１、２Ｂ－２、２Ｃ　　ＲＦＩＤタグ
　３　　リーダライタ（タグ通信装置）
　３２　タグ通信制御部（制御手段）
　３４　受信部（受信手段）
　４　　スキャンアンテナ
　５　通い箱
　６　パレット
　７１、７２　作業台
　Ｍ　電波ビーム
　α、－α　スキャン角
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